
 

 

第６章 駿河湾港の整備基本計画 
 

６．１ 機能分担と連携のあり⽅ 
 

第 2 章で定めた駿河湾港が目指すべき将来像の実現にあたっては、第 3 章から第 5 章で

示した機能ごとの施策の展開を、清水港、田子の浦港、御前崎港の駿河湾港各港や地方港

湾・漁港との分担・連携により、効率的かつ効果的に進めていくことが必要である。 

ここでは、機能ごとに、その分担や連携のあり方を、以下のとおり定めるものとする。 
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図 6-1 駿河湾港の機能分担と連携のイメージ 
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６．２ 空間利⽤構想 
 

（１）空間利⽤ 基本⽅針 
 

①基本理念 
 

 今後の駿河湾港の空間利用は、既存空間を 大限に利活用することを原則とする。 

新たな埋め立て等の開発は、県経済の発展と県民生活の安定に必要不可欠なものに限定

し、その規模も必要 小限にとどめるものとする。 

また、港湾空間の利活用にあたっては、良好な自然環境の保全に十分に配慮するととも

に、港湾利用として遊休化した空間については、地域住民のニーズを踏まえて、新たな利

活用や自然環境再生等を行うものとする。 

 

②駿河湾港各港 空間利⽤⽅針 
 

 港湾別の空間利用方針 

清⽔港 ◇市街地に近接した空間の特性を踏まえ、混在・分散化した機能を再編・集

約化していくものとする。 

◇新興津及び興津のコンテナ、袖師及び富士見のバルクといった物流機能の

集約と拠点化を図り、江尻・日の出を交流空間、折戸をレクリエーション・

自然再生空間といったように、メリハリのある空間利用への再編を進める。

⽥⼦の浦港 ◇狭隘な空間に機能が集積している田子の浦港は、空間利用の再編や集約化

にも限界がある。 

◇このため、現状の空間利用を前提に、 大限の機能発揮ができる利活用を

目指す。 

御前崎港 ◇御前崎港は３港の中で、 も開発余力を残す港湾であり、将来の情勢変化

を睨みつつ、その開発空間を留保していくものとする。 

◇物流需要の変化の中で遊休化している物流空間については、地域振興に貢

献する交流や新産業等の空間へ積極的に転換していくものとする。 

◇多くの利用者でにぎわいを見せる海浜緑地空間は、その環境を維持してい

くものとする。 

 
 
（２）駿河湾港各港 空間利⽤構想図 
 

空間利用の基本理念及び基本方針に基づき、各種施策の展開エリアを示す駿河湾港各港

の長期的な港湾空間の利用構想（機能配置イメージ）を、以下のとおりとする。 
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図 6-2 清水港の空間利用構想 
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図 6-3 田子の浦港の空間利用構想図 
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図 6-4 御前崎港の空間利用構想図 
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６．３ 港湾別の整備基本計画 
 

第 3 章から第 5 章で示した各機能における施策の方向や前項の空間利用構想を踏まえ、

主要な施策（整備プロジェクト）について、定量的な検討を加えながら、段階的な機能再

編の手順をもとに、各施策の整備時期を「短期（概ね 5 年後）」・「中期（概ね 5～15 年後）」・

「長期（概ね 15～30 年後）」の 3 区分で示した「整備基本計画」を港湾別に策定した。 

また、施設の移転や集約に伴い、短・中・長期にわたり、各プロジェクトが連動して段

階的に機能再編が実施されるプロジェクトについては、その再編の手順をイメージ図とし

て示した。 
 
（１）清⽔港 
①整備基本計画 

清水港は、防災・減災対策の確実な取組のもと、我が国を代表する県内ものづくり産業

を支える国際物流ゲートウェイとして物流機能のさらなる強化・高度化を進めるとともに、

豊富な観光資源と魅力あるウォーターフロントを活かした世界や全国と繋がる国際・広域

観光交流拠点づくりを目指して、以下の施策を段階的に取り組んでいく。 

短期としては、新興津コンテナターミナル第 2 バースの全面供用に合わせて袖師コンテ

ナターミナルからコンテナ取扱機能の移転を順次進める。さらに、興津第二埠頭(興津 13・

14 号岸壁)において緊急物資等輸送用耐震強化岸壁を整備し、その後、日の出埠頭の交流

拠点づくりの第一段階として、興津第二埠頭内に外内貿バルク取扱機能(日の出 4・5 号上

屋、6 号上屋機能)を移転する。さらに、既に実施している新興津防波堤の改良、富士見 4・

5 号岸壁や航路、泊地の増深、新興津小型船だまり及び人工海浜の整備等を進めていく。 

中期としては、興津第一・第二埠頭間の埋立と新興津 3・4 号岸壁の整備(耐震化)、袖

師コンテナターミナルからのコンテナ取扱機能の移転、新興津埠頭と袖師第一埠頭を結ぶ

埠頭間連絡道路の整備等を行い、新興津コンテナターミナルの機能拡充を進める。また、

埋立に伴い廃止される興津埠頭や交流機能の拡充を進める日の出埠頭(日の出 4 号岸壁)の

バルク取扱機能を袖師第一埠頭へ移転する。移転後の日の出 4・5 号岸壁をアジア域内のク

ルーズ需要の増大を踏まえクルーズ船専用埠頭へ整備し、背後用地も含めて交流拠点の形

成に向けた利用転換を順次進める。 

長期としては、新興津 4 号岸壁の整備を進め、連続 4 バースを備えた高規格な新興津コ

ンテナターミナルを整備する。さらに、バルク埠頭へ再編した袖師 7・8 号岸壁、泊地の増

深改良を行う。そのほか、折戸湾水面貯木場の利活用の検討については、中期から長期に

かけて実施する。 

 

②段階的機能再編のイメージ 

新興津・興津、袖師地区と日の出地区の段階的機能再編のイメージを図 6-6 に示す。 
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図 6-5 清水港の整備基本計画 
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図 6-6 清水港の段階的機能再編イメージ（短期～長期前半） 
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（２）⽥⼦の浦港 
 

①整備基本計画 

田子の浦港は、防災・減災対策の確実な取組のもと、県東部の産業を支えるバルク貨物

の拠点港として物流機能の強化を進めるとともに、世界遺産の富士山や間近で見られる大

型貨物船の航行シーン等の独自の景観と水産業を活かしたにぎわい空間づくりを目指して、

以下の施策を段階的に取り組んでいく。 

短期としては、ふじのくに田子の浦みなと公園及び鈴川緑地の整備と漁港区における交

流機能への利用転換を進める。さらに、依田橋地区水面貯木場の埋立造成を行う。 

中期としては、富士 5・6 号岸壁、泊地の水深 12ｍへの増深改良を行い、岸壁は緊急物

資等輸送用耐震強化岸壁として整備する。あわせて、岸壁背後の 2 車線区間の臨港道路を

4 車線へ改良し、物流機能及び防災機能の拡充に取り組む。また、富士 4 号岸壁をフェリ

ー埠頭へ利用転換し、富士地区の交流拠点の拡充を進める。鈴川地区では、石油埠頭岸壁

の耐震化と臨港道路の整備を行う。 

そのほか、中央 3・4 号岸壁、泊地の増深改良や西防波堤の延伸は、中期から長期にか

けて実施する。 

 
②段階的機能再編のイメージ 

富士地区の段階的機能再編のイメージを図 6-8 に示す。 
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図 6-7 田子の浦港の整備基本計画 
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図 6-8  田子の浦港の段階的機能再編イメージ（短期～中期後半） 
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（３）御前崎港 
 

①整備基本計画 

御前崎港は、防災・減災対策の確実な取組のもと、県西部のものづくり産業を支える物

流拠点港としてコンテナや RORO 等の物流機能の強化・拡充を進めるとともに、海洋性レク

リエーション施設や水産観光施設、風力発電施設等の多様な交流資源を活かしたにぎわい

空間づくりを目指して、以下の施策を段階的に取り組んでいく。 

短期としては、西埠頭 5～9 号岸壁において循環資源貨物に対応した利用転換を進める

とともに、西埠頭 1 号岸壁の耐震改良に着手する。既に実施している防波堤の改良や再生

可能エネルギー施設の導入に向けた取組も進めていく。 

中期としては、西埠頭 10 号岸壁背後のコンテナヤードの拡張整備を行う。水深 12ｍの

公共埠頭及び泊地の整備を開始し、御前崎地区の中央埠頭及び東埠頭の物流機能を順次移

転し、交流機能への利用転換を進める。さらに、西埠頭 2 号岸壁の耐震改良を行い、西埠

頭 1 号岸壁とあわせて産業活動維持用耐震強化岸壁 2 バースを整備する。 

長期としては、西埠頭 10 号岸壁の延伸と隣接して 11 号岸壁（水深 14ｍ）をコンテナバ

ース(耐震化)として整備する。西埠頭 3・4 号岸壁を RORO ターミナルとして水深 9ｍへ増

深改良(耐震化)を行うとともに、西埠頭へのアクセス道路も整備する。 

御前崎地区の中央埠頭及び東埠頭の交流機能への利用転換は、水産業 6 次産業の導入・

促進や水産複合施設等の観光・交流機能の拡充を図りながら、中期から長期にかけて順次

進めていく。 

 
②段階的機能再編のイメージ 

女岩地区と御前崎地区の段階的機能再編のイメージを図 6-10 に示す。 
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図 6-9 御前崎港の整備基本計画  
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図 6-10 御前崎港の段階的機能再編イメージ（短期～長期前半） 
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第７章 今後の展開に向けて 
 

今後は、静岡県の持続ある発展を支え、国土の中央にある地理的ポテンシャルを活かし

てその機能を広域に発揮するという基本理念のもと、新しい時代にふさわしい日本の玄関

を目指す「スマート・ポート 駿河湾」を実現するために、早期に取り組むべき施策につい

ては、その実施に向けた具体的な検討を進めるとともに、それ以外の施策については、社

会経済情勢を踏まえ、緊急性・必要性に応じて適切な時期に詳細な検討を行い、実施に向

けた対応を図っていく。 

さらに、以下の取り組みや体制づくりについても継続して進めていくこととする。 

 

①  ⾼質 物流     提供 集貨 促進 

激化する港湾競争を勝ち抜くためには、利用者ニーズを的確に捉えた利便性の高いより

高質な物流サービスの提供が不可欠である。県外港湾にはない駿河湾港独自のサービスを

展開し差別化を図るとともに、ターミナルの高度化等のハード整備とのバランスの取れた

施策を行い、他港に流出する県内貨物の取り戻しや他県貨物の誘致等のターゲットを絞っ

た集貨活動や戦略的なポートセールスを継続して取り組むことが必要である。なお、ソフ

ト施策については、現在、平成 25 年 3 月に策定した駿河湾港の利用促進に向けた「駿河湾

港物流促進戦略」を推進している。短期の目標に向けた戦略を確実に進めるとともに、そ

の時々の物流環境に応じた新たな戦略への見直しを行いながら、利用促進に向けたソフト

施策を積極的・継続的に取り組むことが不可欠である。 

 

②港づくりに対する県⺠理解の促進 

港づくりに対する県民の理解を深め、地域住民が港をより身近に感じられるものとなる

ため、様々な機会を通じて、県民生活を支える港として多様な役割を果たしている駿河湾

港の重要性やウォーターフロントの魅力を PR する活動を継続的に取り組んでいく必要が

ある。 

 
③関係機関等との協調と連携 

本計画の実現にあたっては、関係行政機関や民間事業者等の様々な関係者との調整や合

意形成が必要不可欠である。そのため、事業の目的や内容に合わせて、港湾管理者である

静岡県が中心となって、国や地元自治体、港湾関係者、利用者、NPO や市民団体、地域住

民等が調整・協議が行え、様々な立場からの意見を聴取できるような体制づくりに取り組

んでいく必要がある。 
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④事業推進のための財源確保 

事業の実施にあたっては、多額の投資が必要となることから、財源の確保等、国・県・

市との調整のもと、慎重な対応を図りながら効率的・効果的な事業の推進が必要である。

PFI 等による民間活力の導入やライフサイクルコストの低減を踏まえた維持管理手法の採

択、新技術による施工など、少ないコストで 大限の効果を発揮できる手法を検討し、更

なるコスト構造改革に努める必要がある。 

 

⑤情勢変化 応  計画 ⾒直  

近年、我が国及び世界の情勢は刻一刻と変化をしている中で、それら変化に駿河湾港が

適応していくことで、今後とも静岡県経済と産業（雇用）を支え、安全・安心で豊かな県

民の暮らしが維持されることとなる。本計画は、駿河湾港を取り巻く経済社会情勢と将来

展望、取扱貨物の将来需要、利用者からの要請等に基づき策定したものであるが、今後の

情勢変化に注視しながら継続的に Plan-Do-Check-Action（PDCA）のサイクルによる進行管

理を進め、必要に応じて本計画の見直しを実施していく。 
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